
 

大阪市既存建築物火災安全対策改修モデル事業募集要項 

 

令和７年４月１日 

１．目的 

大阪市既存建築物火災安全対策改修補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）で定めるもののほ

か、交付要綱第３条第２号に定める火災安全対策改修モデル補助事業の実施にあたり、当該事業の募集

に必要な事項を定める。 

 

２．募集対象 

火災安全対策改修に係る事業計画で、交付要綱第３条第２号アに掲げる要件に該当するもの（以下、

「モデル事業」という。）。 

 

３．応募要件  

次のいずれにも該当すること。 

  ⑴ 応募しようとする者は、交付要綱第２条第９号アからエに掲げる要件のいずれにも該当し、モデ

ル事業を実施しようとする者であること 

⑵ モデル事業は交付要綱第４条第２項の各号に掲げる要件に適合するものであること 

 

４．モデル事業事前協議 

応募しようとする者は、応募に先立ち、大阪市既存建築物火災安全対策改修モデル事業事前協議書

（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 交付要綱第７条第１項各号に掲げる書類 

⑵ 技術面又は事業プロセス面での工夫にかかる内容説明資料 

 

５．募集期間 

令和７年度については、４月１日（月）から10月10日（金）午後５時00分までとする。 

  

  



６．応募方法 

大阪市 計画調整局 建築指導部 監察課の窓口（大阪市役所３階 建築指導部 ⑩番窓口）に大阪市既

存建築物火災安全対策改修モデル事業計画書（第２号様式）に、事前協議書（添付書類を含む）の写し

を添えて提出することによる。 

 

７．モデル事業の選定について 

募集期間内に応募された事業計画のうちから、大阪市既存建築物火災安全対策改修推進会議における

意見を踏まえ、今後の火災安全対策改修に必要な技術や知見の蓄積に資するモデルとなる取組であると

して市長が選定する。 

選定した事業計画については、応募者あてに大阪市既存建築物火災安全対策改修モデル事業選定通知

書（第３号様式）により通知する。 

 

８．手続きの流れ  
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９．注意事項 

 ⑴ 応募後、事業選定に必要な範囲で追加資料を求めた場合、資料の提供に協力すること。 

⑵ モデル事業の選定が補助金の交付を確約するものではなく、補助金の交付を受けるにあたっては、

設計や工事の開始前及び事業期間中の各年度の工事着手前に、補助金の交付申請を行うこと。 

⑶ 補助事業完了後、事業の実施により得られた成果、知見等を国及び本市に報告するとともに、国及

び本市による成果、知見等の収集、評価、検証、普及啓発等に際して、資料の提供、見学会の実施等

に協力すること。 

 ⑷ 補助事業者が補助事業の対象となる建築物の所有者である場合には、当該建築物の賃借人に対し

て、「火災安全改修ガイドライン」の周知を図ること。 

 

10．問い合わせ先 

  郵便番号530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０ 

  大阪市 計画調整局 建築指導部 監察課（大阪市役所３階 建築指導部 ⑩番窓口） 

  電話番号：０６－６２０８－９３１５ ＦＡＸ：０６－６２０２－６９６０ 

  



（第１号様式） 

  年  月  日 

大阪市長  

（協議者が法人その他の団体の場合にあっては、 

その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

住  所  

氏  名  

電話番号 （   ）   －     

 

大阪市既存建築物火災安全対策改修モデル事業事前協議書 

 

大阪市既存建築物火災安全対策改修モデル事業募集要項（以下、募集要項。）第４に基づき、事

前協議します。 

記 

 

モデル事業の対象とな

る建築物の所在地 
大阪市 

火災安全対策改修の区

分 
 

対象者要件 

□ 火災安全対策改修を行う建築物の所有者（区分所有建築物にあって

は、区分所有者及び補助事業を行うことについて総会決議等をした管

理組合等を含む。）又は賃借人 

□ 管理組合等以外の者にあっては、大阪市内に住所を有することによっ

て課税される市税（市民税又は法人市民税並びに補助事業の対象とな

る建築物の固定資産税及び都市計画税）を滞納していない者 

□ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから５年を経過しない

者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼう

ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下総称し

て「反社会的勢力」という。）ではない者 

□ 反社会的勢力と自ら若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しく

は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用している

と認められる関係又は反社会的勢力に対して資金等を提供するなど

反社会的勢力の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与している関

係を有しない者 

□ 補助事業の対象となる経費に関し、本制度又は他の制度による補助金

（本市以外が交付するものを含む。以下同じ。）の交付を受けておら

ず、かつ、他の制度による補助金を受ける予定のないものである 

 



対象事業要件 

□ 対象となる建築物は、大阪市内に存するものである 

□ 対象となる建築物は、国、地方公共団体が所有するもの、又は国、地方

公共団体の設立、出資に係る法人が所有するものでない 

□ 対象となる建築物は、検査済証の交付を受けている 

□ 対象となる建築物は、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第９条第

１項若しくは第 10条第３項若しくは第４項又は空家等対策の推進に関

する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）第 14 条第３項に規定する

措置が命じられていない 

□ 対象となる建築物の用途は住宅以外の用途である 

□ ３階以上の建築物である 

□ 次のいずれかの要件に該当する 

⑴直通階段が１つである建築物（建築基準法施行令（昭和 25年政令第

338 号。以下「施行令」という。）第 121 条第１項に規定する基準に

適合しない建築物に限る。） 

⑵直通階段等の竪穴部分が防火・防煙区画化されていない建築物（施行

令第 112条第 11項に規定する基準に適合しない建築物に限る。） 

□ 火災安全対策改修の結果、火災安全改修ガイドラインに即し、当該改修

を行った階が火災に対して避難上安全な構造となる 

□ 火災安全対策改修に関する設計に係る事業にあっては、対象となる建

築物が建築士法（昭和 25年法律第 202号）第３条第１項各号に掲げる

建築物である場合は一級建築士が、対象となる建築物が同法第３条の

２第１項各号に掲げる建築物である場合は一級建築士又は二級建築士

が設計するものである 

□ 募集要項に基づき、モデル事業として応募する予定である 

□ 令和７年度末までに工事着手するもの 

 

添付書類  

連絡担当者※ 
氏  名 

電話番号 

※申請者以外が連絡担当者となる場合に記入してください。併せて委任状を添付してください。 

 

大阪市記入欄 

事前協議済み年月日   年  月  日 事前協議番号 第      号 

 

※事前協議後、本事前協議書写しの交付をもって補助金の交付を確約するものではなく、補助金の交付

を受けるにあたっては、設計や工事を始める前、及び事業期間中の各年度の工事着手前に、補助金の

交付申請を行う必要があります。 

  



 

（第２号様式） 

年  月  日 

大阪市長 

（応募者が法人その他の団体の場合にあっては、 

その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 

住  所                 

氏  名                 

電話番号 （   ）   －      

大阪市既存建築物火災安全対策改修モデル事業計画書 

  

 大阪市既存建築物火災安全対策改修モデル事業募集要項第６に基づき、必要書類を添えて、事業

計画を提出します。 

 

モデル事業の対象となる 

建築物の所在地 
大阪市 

受付番号※ 第        号 

モデル事業の予定期間 
着手予定年月日    年   月  日 

完了予定年月日    年   月  日 

添付書類 

 

※ 大阪市記入欄 

 

 

 

 

  



（第３号様式） 

第     号 

年  月  日 

 

           様  

 

   大阪市長 

 

 

大阪市既存建築物火災安全対策改修モデル事業選定通知書 

 

年  月  日付けで提出された計画書について、モデル事業として選定しましたので、大阪

市既存建築物火災安全対策改修モデル事業募集要項第７に基づき、通知します。 

  

 

記 

 

 

モデル事業の対象となる 

建築物の所在地 
大阪市 

受付番号 第        号 

応募者 

住  所  

氏  名  

モデル事

業の実施

に係る条

件 

(1) モデル事業の選定が補助金の交付を確約するものではなく、補助金の交付を受けるに

あたっては、設計や工事を始める前、及び事業期間中の各年度の工事着手前に、補助

金の交付申請を行うこと。 

(2) 選定したモデル事業計画に従い、交付要綱第８条に定める交付申請をすること。 

(3) モデル事業の内容、計画を変更し、中止し、又は廃止する場合には、事前に市長の承

認を受けること。 

(4) モデル事業完了後、事業の実施により得られた成果、知見等を国及び本市に報告する

とともに、国及び本市による成果、知見等の収集、評価、検証、普及啓発等に際して、

資料の提供、見学会の実施等の協力を行うこと。 

(5) 補助事業者が補助事業の対象となる建築物の所有者であって当該建築物に賃借人が

いる場合は、当該賃借人に対して火災安全改修ガイドラインの周知を図ること。 


